
政府は、国際的なテロ行為に

備えるために、この通常国会で

「共謀罪」（名称は「テロ等組

織犯罪準備罪」に変わりました）

の趣旨を盛り込んだ、組織犯罪

処罰法改正案を提出しようとし

ています。一方で、この共謀罪

の制定について日本弁護士連合

会や多くのマスコミなどは、一

貫して反対してきています。

共謀罪とは！ 何が問題か！！

共謀罪とは、簡単に言えば

「２人以上の者が一定の重大な

犯罪の実行を計画してその準備

行為をした場合」を処罰すると

いうものです。ではこの共謀罪

の何が問題になるのでしょうか。

近代社会においては、人や社

会の利益を守るために、それを

侵害する行為を「罪」として法

律で定め、罪に応じた「刑」も

法律で定めることになっていま

す。例えば傷害罪は、人の身体

という利益を侵害する罪ですし、

窃盗罪や詐欺罪は、人の財産と

いう利益を侵害する罪でありそ

れぞれ懲役刑や罰金刑が定めら

れています。

（２面につづく）
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《
日
々
想
》

ト
ラ
ン
プ
ア
メ
リ
カ
大
統
領
が

連
発
す
る
大
統
領
令
が
世
界
を
揺

る
が
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
制

度
や
ル
ー
ル
が
議
会
で
の
議
論
も

な
く
、
単
に
大
統
領
令
で
変
え
ら

れ
る
。
「
国
民
の
直
接
選
挙
」
を

経
て
選
ば
れ
る
大
統
領
で
あ
る
が

ゆ
え
の
「
権
力
」
制
度
な
の
か
、

実
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
が
、
独
裁

的
で
怖
さ
を
感
じ
る
▼
オ
バ
マ
ケ

ア
撤
廃
に
つ
い
て
、
ト
ラ
ン
プ
支

持
者
が
「
働
か
ず
に
政
府
の
支
援

で
生
き
て
い
る
人
に
は
い
い
保
険

制
度
か
も
し
れ
な
い
が
、
労
働
者

に
は
保
険
料
が
高
く
苦
し
い
制
度
。

オ
バ
マ
時
代
と
は
決
別
す
る
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
」
と
あ
る
新
聞

で
述
べ
て
い
た
。
「
自
己
責
任
論
」

と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
▼
日
本

で
は
安
倍
政
権
の
強
権
政
治
が
増

長
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
相

変
わ
ら
ず
支
持
率
は
高
い
。
国
民

を
あ
ざ
む
く
ウ
ソ
・
偽
り
の
ア
ベ

政
治
を
ど
う
や
っ
て
変
え
て
い
く

か
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
「
権
力
」

に
委
縮
し
、
官
邸
の
情
報
を
た
れ

流
す
中
で
、
私
達
市
民
が
賢
く
な

り
、
真
実
を
見
極
め
る
こ
と
が
必

要
と
な
っ
て
い
る
。
市
民
と
野
党

が
本
気
の
共
闘
を
し
て
、
新
し
い

政
治
を
切
り
開
く
希
望
あ
る
年
に

し
た
い
と
思
う
。
（
努
庵
）

さ
い
た
ま
市
議
会
議
員

と
り
う
み
敏
行

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
１
月
１
５
日
か

ら
１
８
日
ま
で
行
わ
れ
た
第
２
７
回
党
大
会

に
代
議
員
と
し
て
初
め
て
参
加
し
ま
し
た
。

今
回
の
党
大
会
に
は
全
国
か
ら
選
ば
れ
た
８

２
５
人
の
代
議
員
が
参
加
し
、
歴
史
的
な
大

会
と
な
り
ま
し
た
。
参
加
者
の
平
均
年
齢
は

５
３
．
２
歳
、
最
年
少
は
１
８
歳
９
か
月
、

最
年
長
は
８
６
歳
１
１
か
月
で
、
女
性
の
参

加
比
率
は
２
６
．
８
％
２
２
１
人
と
発
表
さ

れ
ま
し
た
。

さ
て
、
初
め
て
参
加
し
た
党
大
会
は
、
第

１
日
目
か
ら
感
動
的
な
も
の
で
し
た
。
何
と

い
っ
て
も
、
９
５
年
の

歴
史
上
は
じ
め
て
３
野

党
１
会
派
の
代
表
が
日

本
共
産
党
の
大
会
に
参

加
し
、
マ
ス
コ
ミ
の
取

材
も
前
回
の
倍
以
上
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
民
進
党

の
安
住
淳
代
表
代
行
の

挨
拶
は
、
「
結
党
以
来

９
５
年
に
わ
た
る
日
本

共
産
党
の
活
動
に
敬
意

を
申
し
上
げ
ま
す
」
と

評
価
し
な
が
ら
、
「
党

を
代
表
し
て
こ
の
舞
台

に
立
っ
て
い
る
こ
と
に

歴
史
的
使
命
を
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
と
さ
ら

に
違
い
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
大
局
に
立
っ

て
一
致
で
き
る
点
を
見
出
す
度
量
と
決
意
が

政
治
を
動
か
し
ま
す
」
と
い
う
挨
拶
を
聞
い

て
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
自
由
党

の
小
沢
一
郎
代
表
も
、
「
参
議
院
選
挙
で
の

日
本
共
産
党
の
英
断
が
野
党
共
闘
の
前
進
を

支
え
た
力
。
こ
の
協
力
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

よ
う
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

こ
の
日
、
私
の
席
は
演
壇
の
真
正
面
、
前

列
か
ら
７
番
目
で
し
た
。
志
位
委
員
長
の
表

情
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
近
さ
で
し
た

が
、
委
員
長
は
少
し
上
を
向
き
な
が
ら
感
慨

深
げ
に
、
「
や
っ
と
こ
こ
ま
で
来
た
か
」
と

い
う
表
情
で
、
私
に
は
少
し
ウ
ル
ウ
ル
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
党
史
に

残
る
歴
史
的
な
党
大
会
に
な
る
と
言

わ
れ
て
参
加
し
ま
し
た
が
、
ま
さ
に

歴
史
的
大
会
に
な
り
ま
し
た
。

後
援
会
の
皆
さ
ん
、
日
本
共
産
党

は
あ
と
５
年
で
党
創
立
１
０
０
年
を

迎
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
５
年
の
間
に

安
倍
政
権
を
打
倒
し
、
「
国
民
連
合

政
府
」
を
打
ち
立
て
る
展
望
を
切
り

開
き
ま
し
ょ
う
。
５
０
年
後
、
１
０

０
年
後
と
い
う
遠
い
未
来
の
話
で
は

な
く
、
「
こ
れ
か
ら
５
年
の
間
に
」

と
い
う
近
未
来
の
展
望
に
確
信
を
共

有
し
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

う
ら
わ
だ
い
こ

狂
歌

墜
落
に
ゃ

腰
引
け
な
れ
ど

お
隣
の

少
女
像
に
は

居
丈
高
と
は

（
前
地
二

さ
ぶ
老
）

い
ま
民
意
は

安
倍
政
権

Ｎ
Ｏ
！

野
党
共
闘

Ｇ
Ｏ
！

（
岸
町

佐
久
間

純
）

川
柳

新
年
の
所
感
改
憲
隠
し
玉

好
不
況
ト
ラ
ン
プ
占
い
ア
ベ
財
界

非
正
規
じ
ゃ
プ
レ
ミ
ア
ム
無
し
金
要
日

（
前
地
二
・
さ
ぶ
老
）

世
直
し
は
野
党
共
闘
で
や
っ
た
る
で

ウ
ソ
つ
き
は
得
意
技
だ
ね
安
倍
総
理

お
し
ゃ
べ
り
も
共
謀
罪
だ
お
お
コ
ワ
イ

（
岸
町

ダ
ン
吉
）

俳
句

立
春
や
明
け
て
そ
め
る
頃
バ
イ
ク
音

初
詣
七
福
巡
り
や
神
頼
み

（
岸
町

佐
々
木
幹
広
）

日
脚
伸
ぶ
猫
も
加
え
て
写
真
撮
る

梅
咲
け
ど
喜
ぶ
姑
今
は
亡
き

立
話
尽
き
ぬ
話
題
や
黄
水
仙

（
前
地
三

Ｓ
・
Ｍ
）

母
二
十
三
回
忌

春
袷
今
も
妣
の
眼
そ
の
中
に

こ
こ
よ
り
は
妣
見
ぬ
景
色
二
月
入
る

水
害
を
越
え
し
筑
波
の
墓
に
春

※
妣
（
ハ
ハ

亡
く
な
っ
た
母
）

（
前
地
三

寿
美
礼
）

異
を
唱
ふ
顎
に
マ
ス
ク
ぐ
い
と
下
げ

オ
ホ
ー
ツ
ク
の
海
鳴
り
を
断
つ
耳
袋

塗
り
盆
に
ひ
と
夜
限
り
の
雪
兎

※
顎
（
あ
ぎ
と

と
読
む
）

（
本
太
一

Ｙ
・
Ｙ
）

◆オール１区 講演会

講師 山口二郎さん

３月１１日（土）１８：３０～

埼玉教育会館

◆浦和区革新懇学習会

「さいたま市政を考えるー市民が求める市政とは？」
３月２５日（土）１３：００～１６：００

カルタスホール

◆浦和区後援会 春の集い

４月１日（土）１３：００～

カルタスホール

◆とりうみ敏行

日本共産党 無料生活相談・法律相談
仕事・暮らしの悩みなど、どんなことでも

ご相談下さい。お気軽にどうぞ。

浦和区北浦和３－１４－１６

ＴＥＬ ０４８－８３３－４５１６

毎週 火曜日 午後２時～５時

うらわ宿文芸

＊耳より情報＊

歴
史
的
な
第
27
回
党
大
会
に
参
加
し
ま
し
た

野
党
と
市
民
の
共

闘
で
安
倍
政
権
を
打
ち
倒
そ
う
！

４
野
党
、
団
結
頑
張
ろ
う

共謀罪を考える
弁護士 水口 匠（浦和法律事務所）

シリーズ

改憲問題 №５

絵手紙 （本太５ Ｋ・Ｋ）



（１面より）

他方、刑罰を科すというのはこれ

を受ける側の人間にとっては非常

に大きな苦痛を伴うものです。で

すから、国が自分勝手に犯罪を成

立させ刑罰を科すということは、

絶対に認めてはなりません。その

ために罪となる行為と科される刑

は、法律で明確に定めなければな

らないのです。これを「罪刑法定

主義」といい、近代社会の大原則

となっています。また、成立する

罪も原則として現に利益を侵害し

てしまった場合（既遂）のみであ

り、未遂にもかかわらず犯罪が成

立するのは例外と考えられていま

す。

このような刑事法の原則を前提

に、共謀罪について見ていきます。

まず、共謀罪の主体について、

政府は「組織的犯罪集団」とする

ようですが、「組織的犯罪集団」

とは一体何でしょうか。テロ組織

が入ることは間違いないでしょう

が、暴走族は？不良のレッテルを

貼られた仲良し３人組は？酒乱の

気がある酔っぱらい２人は？そん

な風に考えていったら、危なそう

な人が２人以上いれば、すべてが

「組織的犯罪集団」とされる可能

性を秘めていることになります。

次に、「犯罪の実行の計画」

「準備行為」とは何でしょうか。

テロの具体的な手段や日取りまで

決めて、そのための道具を用意し

たような場合には当てはまるので

しょうが、例えば悪ふざけで、

「嫌いな人を殴っちゃおうぜ」な

どと話してその人を呼び出す相談

をした場合や、万引きをしようと

目配せで合図し、入る店を探した

場合などを考えてみてください。

無限に広がり、犯罪をしようと考

えただけで犯罪になってしまう大

きな危険性をはらんでいることは

容易に想像がつくと思います。

以上のとおり共謀罪は、「罪刑

法定主義」の観点から非常に大き

な問題を持っています。

また、対象となる犯罪について

も、最初に「一定の重大な犯罪」

といいましたが、政府は「死刑、

無期、または長期４年以上の懲役

禁固刑」としています。この基準

に当てはめると、実際は６００以

上もの犯罪が対象になってしまう

のです。例えば万引き（窃盗罪）、

食い逃げ（詐欺罪）なども共謀罪

の対象となる犯罪です。

共謀罪が通ったらどうなるか！

これらの罪が、未遂はおろか共

謀しただけで罪となるとすれば、

もはや既遂を罰するという近代刑

事法の原則は、完全に死に絶える

事になります。まして、たとえ犯

罪行為であったとしても「やろう」

と考えただけで共謀罪が成立する

危険があるとすれば、人の内面を

侵害することになり、思想・良心

の自由（憲法１９条）にも反する

ことになります。ちなみに、思想・

良心の自由は絶対的な自由であり、

これを国が制限することは例外な

く認められないとされています。

さらに、犯罪行為の共謀という

ものは、ほとんどの場合、内密に

行われることになります。したがっ

て国がこれを摘発しようとするの

であれば、例えば警察によるおと

り捜査（潜入捜査）や通信傍受

（盗聴）など、国民のプライバシー

権を著しく侵害するような捜査方

法が、広範囲にわたって簡単に認

められるようになることは明らか

です（マイナンバーも大いに利用

されることになるでしょう）。こ

んな社会に安心して住むことがで

きるでしょうか。

このように、共謀罪を認めるこ

とは私たちの基本的な人権を侵害

する、とても大きな危険性を持っ

たものです。また、この法律が制

定されなかったとしても、そのせ

いでテロ対策ができなくなるとい

うことは考えられません。条約を

批准できないわけでもないことは、

国会での論戦で明らかになりまし

た。国民の批判が広がるなか、政

府は対象となる犯罪を絞り込むな

どしていますが、「改正」自体を

撤回するつもりはありません。

共謀罪の真の狙いは！

では、なぜ政府はこれほどまで

に「組織犯罪処罰法の改正」にこ

だわるのでしょうか。秘密保護法、

安保関連法とセットで『戦争する

国づくり』をより強化することに

真の狙いがあることを、見落とし

てはなりません。共謀罪の危険性

の本質を知っていただき、さらに

反対の声を上げていただけたらと

思います。

浦和区後援会ホームページ http://urawaku-kouenkai.jimdo.com/浦和区後援会ホームページ http://urawaku-kouenkai.jimdo.com/

ト
ラ
ン
プ
大
統
領

の
「
温
暖
化
は
人
間

の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
が
原

因
と
は
い
え
な
い
」

と
い
う
「
ポ
ス
ト
真

実
」
の
政
治
に
対
し
、

私
達
は
改
め
て
、
科

学
の
目
で
気
候
変
動

を
捉
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

「
パ
リ
協
定
」

は
、
世
界
の
科
学
の
到
達
点
に
立
っ

て
議
論
と
交
渉
が
進
め
ら
れ
、
一

昨
年
締
結
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ

の
前
提
と
な
っ
た
文
書
が
「
Ｉ
Ｐ

Ｃ
Ｃ(

気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間

パ
ネ
ル)

」
の
報
告
書
で
す
。

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
、
気
候
変
動
に
対
応

す
る
国
連
機
関
と
し
て
設
立
。
世

界
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
、
文
書

を
作
成
し
、
各
国
に
送
付
し
ま
す
。

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
示
し
た
「
科
学
的

根
拠
」
か
ら
、
重
要
な
二
つ
の
部

分
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

①
人
間
活
動
が
２
０
世
紀
半
ば
以

降
に
観
測
さ
れ
た
温
暖
化
の
主

な
要
因
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極

め
て
高
い
。(

「
可
能
性
が
極
め
て

高
い
」
と
い
う
表
現
は
、
９
５
％
以

上
の
「
可
能
性
」
を
示
す)

②
大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
、
メ
タ
ン
、

一
酸
化
二
窒
素
濃
度
は
、
少
な
く
と

も
過
去
８
０
万
年
間
で
前
例
の
な
い

水
準
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
認
識
は
、
今
や
世
界
の
常

識
。
急
上
昇
を
続
け
る
Ｃ
Ｏ
２
濃
度
は

深
刻
で
す
。

地
球
は
約
１
０
万
年
の
周
期
で
気
候

変
動
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
Ｃ
Ｏ

２
濃
度
は
、
「
温
暖
化
」
と
「
寒
冷
化
」

に
対
応
し
て
変
化
し
ま
す
が
、

過
去
８
０
万
年
間
は
、
低
い
時

で
約
１
８
０
ｐ
ｐ
ｍ
。
高
く
て

も
約
２
８
０
ｐ
ｐ
ｍ
。

１
８
０
ｐ
ｐ
ｍ
か
ら
２
８
０

ｐ
ｐ
ｍ
ま
で
上
昇
す
る
の
に
約

５
万
年
か
か
っ
て
い
ま
す
。

（
氷
河
期
か
ら
の
氷
を
掘
削
す

る
こ
と
で
、
８
０
万
年
間
の
Ｃ

Ｏ
２
濃
度
が
分
か
る
。
）

と
こ
ろ
が
、
今
の
Ｃ
Ｏ
２
濃
度

の
上
昇
ぶ
り
は
全
く
前
例
の
な

い
も
の
。
産
業
革
命
前
に
２
８

０
ｐ
ｐ
ｍ
だ
っ
た
濃
度
は
、
約

２
５
０
年
間
で
１
２
０
ｐ
ｐ
ｍ

も
上
昇
し
、
昨
年
は
つ
い
に
４

０
０
ｐ
ｐ
ｍ
の
大
台
を
超
え
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

私
達
の
地
球
は
、
人
類
が
か

つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
大

変
な
時
代
に
入
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
何
百
年
も
先
ま
で
を

見
通
し
た
対
策
が
急
が
れ
ま
す
。

シリーズ

地球温暖化問題
ＮＯ．２

人類が経験したことのない時代
ＮＰＯ気候ネットワーク会員・温暖化学習ネットワーク主宰 吉田雅人

今年、「うらわ宿」では浦和区

にあるさまざまな民主団体を訪問

し、私たち共産党浦和区後援会と

の活発な相互交流を申し入れる計

画です。今回はまず最初に「浦和

民主商工会」（浦和区本太５－３

８－３）を訪問しました。民主商

工会の全国組織「全国商工団体連

合会」は１９５１年８月３日に結

成。歴代自民党政権が中小企業の

切り捨て政策をすすめる中、大企

業の横暴を許さず、中小企業の営

業と生活、権利を守るため、旺盛

な活動をすすめてきました。

今回は浦和民商の松本安映事務局

長からお話をお聞きしました。一

部をご紹介します。

（聞き手：古澤・阿久津）

多様な活動への取り組み

浦和民商は１９５４年に設立さ

れ、現在会員は６２０人。浦和区、

緑区、桜区、南区の飲食、小売、

建設、製造等の業者の方々が加入

しています。婦人部が中心となっ

て、浦和民商９条の会にも活発に

活動し、昨年５月２９日の北浦和

公園での安保法制廃止県民大集会

には４０名が参加。男女共同参画

推進運動にも婦人部が参加。生活

と権利を守る運動に積極的に取り

組んでいます。

中小業者の営業と暮らしを守る

街が大きく変貌しています。さ

いたま市も５４の大型施設を誘致。

浦和でもパルコだけでなく、アト

レもでき、地域商店街に大きな打

撃。消費税も転嫁できず、廃業の

引き金にもなっています。税務行

政の横暴をただす、小規模事業者

の仕事確保、税負担軽減の取り組

みやマイナンバー廃止・撤回の活

動を強化しています。

さいたま市長選挙で中小業者・
国民の要求の実現を！！

５月２１日投票のさいたま市長

選挙にむけて３民商（浦和・大宮・

岩槻）で共同政策提言を行う予定

です。提言は①２０１４年６月に

国会で成立した小規模企業振興基

本法の活用です。同法はすべての

自治体に小規模企業への支援を求

める内容になっており、さいたま

市に具体化を迫っていきます。②

国民健康保険料の値上げ問題です。

国保の運営主体にこれまでの市町

村に都道府県が加わることにより、

２０１８年から各地で国保料が大

幅値上げに。さいたま市でも３８

％の値上げが。国保料引き下げを

市に求めていきます。

③個人事業者に対

する税制差別の問

題です。所得税法

５６条廃止の

請願採択を市

に訴えます。

中小企業を応援
浦和民主商工会の紹介


